
 

 

 

 

病者用、えん下困難者用、乳児用、妊産婦用、授乳婦用などの特別の用途に適す

る旨の表示をする食品をいいます。   

 

 

 

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復など

に適するという特別の用途について表示するものです。特別用途食品として食品を販

売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。 

特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえ

ん下困難者用食品があります。表示の許可に当たっては、許可基準があるものにつ

いてはその適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を行ってい

ます。 

健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」の許可には特定保健用食品

も含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別用途食品 許可基準型 

低たんぱく質食品 

アレルゲン除去食品 

無乳糖食品 

総合栄養食品 

個別評価型 

病 

者 

用 

食 

品 

妊産婦、授乳婦用粉乳 

乳幼児用調製粉乳 

特定保健用食品 

えん下困難者用食品 

特別用途食品 

特別用途食品制度について 

特別用途食品の分類図 


